
令和６年度第２回 八千代市都市計画審議会 次第 
 

 

日時：令和６年１０月２４日（木）午後２時から 

場所：市役所新館６階第４会議室 

 

 

１ 開 会 

２ 部長挨拶 

３ 出席委員の紹介 

４ 議事録署名人の指名 

５ 議事 

  議案第１号 

   八千代都市計画生産緑地地区の変更について（付議 市決定） 

  議案第２号 

   八千代市特定生産緑地への指定について（諮問） 

  議案第３号 

   市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準の改

正について（諮問） 

６ その他 

７ 閉会 
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都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項にっいて,

八千代市都市計画審議会条例第2条の規定により,別紙のとおり貴審議会に付

議します。

八千代都市計画生産緑地地区の変更にっいて

令和6年10月7日

理由

当初指定の告示から30年経過したもの及ぴ主たる従事者の故障又は死亡に

伴う行為の制限の解除に伴い,生産緑地としての機能が失われたものの廃止及

び一部廃止により面積の減少が生じたこと,生産緑地法第3条の条件に該当す

る農地の追加により面積の増加が生じたことについて八千代都市計画生産緑地

地区の変更を行いたい。

議案第1号

【参考】

八千代市長服部友

都市計画法<抜粋>

(市町村の都市計画の決定)

第19条市町村は,市町村都市計画審議会の議を経て,都市計画を決定するものと
,、る。

(都市計画の変更)

第21条

2 第十七条から第十八条まで及ぴ前二条の規定は、都市計画の変更にっいて地用す
る。

榔

八千代市都市計画審畿会条例<抜枠>

(所掌事務)

第2条癖議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1)都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合に船ける亊前審議に関
司、ること。



八千代都市計画生産緑地地区の変更 （八千代市決定） 

八千代都市計画生産緑地地区中 23号大和田新田第１５生産緑地地区他 10地区を次のとおり変

更する。 

名        称 

面    積 備    考 

番 号 生 産 緑 地 名 

２３ 大和田新田第１５生産緑地地区 約  ０．１０ｈａ 一部廃止 △約０．２３ｈａ 

３７ 大和田新田第２９生産緑地地区 約  ―  ｈａ 廃  止 △約０．１５ｈａ 

４１ 大和田新田第３３生産緑地地区 約  ―  ｈａ 廃  止 △約０．５０ｈａ 

６１ 大和田新田第５３生産緑地地区 約  ０．０７ｈａ 一部廃止 △約０．０１ｈａ 

１１５ 上高野第３生産緑地地区 約  ―  ｈａ 廃  止 △約０．１４ｈａ 

１５４ 高津第２６生産緑地地区 約  ０．４０ｈａ 一部廃止 △約０．０５ｈａ 

１５５ 高津第２７生産緑地地区 約  ―  ｈａ 廃  止 △約０．０６ｈａ 

１７６ 高津第４８生産緑地地区 約  ―  ｈａ 廃  止 △約０．５９ｈａ 

１８３ 大和田第４生産緑地地区 約  ０．３７ｈａ 追  加  約０．０１ｈａ 

２００ 八千代台第５生産緑地地区 約  ０．１３ｈａ 一部廃止 △約０．５５ｈａ 

２２３ 大和田新田第６５生産緑地地区 約  ―  ｈａ 廃  止 △約０．１０ｈａ 

合        計 約 １．０７ｈａ 

廃止及び一部廃止 

     △約２．３８ｈａ 

追加    約０．０１ｈａ 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由 

・生産緑地法第１４条に基づく行為制限解除に伴い，生産緑地としての機能が失われたものにつ

いて廃止 

・生産緑地法第３条の条件に該当する農地の生産緑地地区への追加 



変 更 の 内 訳 総 括 表 

 

 

今 回 の 変 更 に 関 す る 区 域 生 産 緑 地 地 区 の 全 体 の 内 訳 表 

地区数 追 加 

廃 止 

及び 

一 部 廃 止  

地積更正 面積の増減 

変 更 後 変 更 前 

地 区 数 合 計 面 積 地 区 数 合 計 面 積 

１１地区 約０．０１ｈａ 約２．３８ｈａ －ｈａ △約２．３７ｈａ １５２地区 約３７．６２ｈａ １５８地区 約３９．９９ｈａ 



八千代都市計画生産緑地地区の変更について（八千代市決定）

 位 置 図

N

凡例

変更箇所
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京成大和田駅
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千
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37号 大和田新田第29生産緑地地区

41号 大和田新田第33生産緑地地区

223号 大和田新田第65生産緑地地区

23号 大和田新田第15生産緑地地区

61号 大和田新田第53生産緑地地区

155号 高津第27生産緑地地区

154号 高津第26生産緑地地区

176号 高津第48生産緑地地区

200号 八千代台北第5生産緑地地区

183号 大和田第4生産緑地地区

115号 上高野第3生産緑地地区
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23号 大和田新田第15生産緑地地区
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61号 大和田新田第53生産緑地地区
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200号 八千代台北第5生産緑地地区
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183号 大和田第4生産緑地地区
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生産緑地法第10条の2第1項の規定による特定生産緑地の指定にっいて,

同法第10条の2第3項の規定により,別紙のとおり貴審議会に諧問します。

令和6年10月7日

八千代市特定生産緑地への指定にっいて

理由

特定生産緑地の指定同意を得ることができたため,特定生産緑地への指定を

行いたい。

議案第2号

1参考1

生産緑地法<抜粋>

(特定生産緑地の指定)

第十条の二市町村長は、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、その
周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及ぴ土地利用の状況を
勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を硫実に行うことが良好な都市蹴
境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地として指定す
ることができる。

3 市町村長は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該生産緑地に係る農地等
利害関係人(第三条第四項に規定する農地等利害関係人をいう。以下同じ。)の同意を
得るとともに、市町村都市計画審識会倍該市町村に市町村都市計画審議会が識かれ

ていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。第十条の
四第三項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

需八千代市長服部友

八千代市都市計画審議会条例<抜枠>

(所掌事務)

第2条審議会の所掌事務は,歌のとおりとする。

(1)都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関
すること。



番号 生 産 緑 地 名

57 大和田新田第４９生産緑地地区 約 0.43ｈａ 3 約 0.02ｈａ 1

約 0.43ｈａ 3 約 0.02ｈａ 1合      計

理由
　特定生産緑地の指定同意を得ることができたため，特定生産緑地への指定を行いたい。

八千代市特定生産緑地の指定

　57号大和田新田第49生生産緑地地区について，八千代市特定生産緑地へ指定する。

名   称
都市計画
決定面積

筆数
特定生産緑地
指定諮問面積

筆数 備  考



特 定 生 産 緑 地 指 定 の 総 括 表 

 

 

 

 

 
今 回 諮 問 を 行 う 区 域 現 在 の 指 定 区 域 

地 区 数 面   積 筆  数 地 区 数 面 積 

１地区 約０．０２ｈａ １筆 １２４地区 約２９．９５ｈａ 



凡　例

生産緑地地区

同意取得地区

特定生産緑地指定地区

57号 大和田新田第49生産緑地区
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市街化調整区域における士地利用方針及ぴ地区計画運用基準の改正にっいて

八千代市都市計画審議会条例第2条第2号の規定により,別紙のと船り貴審議会に諮問
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令和6年10月フヨ

理由

令和5年7月に新たな都市マスタープランが策定され,西八千代南部地区の市街化区

域への編入推進や,都市計画法第34条第11号の区域指定制度(連たん制度)の見直し

に関する方針が示されたことから,当該方針を反映するとともに,より具体の方針を示す

ため,市街化調整区域における土地利用方針及ぴ地区計画運用基準を改正いたしたい

【参習】

議案第3号

八千代市都市計画審議会条例

(所掌事務)

第2条審議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(P)市長の諮問に応じ,都市計画に関する事項にっいて調査審議すること。

悔八千代市長服部友



資料１ 

市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用

基準の概要等 

 

１ 市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準とは 

区域区分制度は，都市計画法第７条に規定され，市街地として優先的かつ計

画的に整備する市街化区域と，市街化を抑制する市街化調整区域に区分する

ことにより，無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止と計画的な公共施

設整備による良好な市街地の形成を図ることを目的として定められています。 

本市においては，昭和４５年７月より市街化区域と市街化調整区域を定め

運用をしてきましたが，市街化調整区域においては，既存集落における住民の

高齢化や人口の減少，人口減少に伴う生活利便性の低下，産業構造の変化に伴

う産業適地の開発抑制等の課題が見受けられました。 

これらの課題に対応し，市街化調整区域における土地利用の適正化を通じ

て，地域における生活環境の保全や地域の活性化を図るため，平成２９年１２

月に「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準（以下「土

地利用方針等」といいます。）」を策定したものです。 

 

２ 土地利用方針等の位置付け 

「市街化調整区域における土地利用方針」は，八千代市都市マスタープラン

等の上位計画に定められた土地利用方針を補完するものであり，また，「市街

化調整区域における地区計画運用基準」は，市街化調整区域の土地利用方針を

実現するために必要な地区計画の運用基準となります。 

 

３ 改正の趣旨 

令和５年７月に新たな都市マスタープランが策定され，西八千代南部地区の

市街化区域への編入推進や，都市計画法第３４条第１１号の区域指定制度（連

たん制度）の見直しに関する方針が示されたことから，当該方針を反映すると

ともに，より具体の方針を示すため，土地利用方針等の改正案を作成いたしま

した。 

 

４ 主な改正内容 

⑴西八千代南部地区の市街化区域編入推進 

⑵都市計画法第３４条第１１号の区域指定制度の見直し 

⑶総合計画等や方針図の時点修正，文言整理 



資料２ 

1 

 

市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準改正案（新旧対照表） 

現行 

 

改正案 

 

第一章 市街化調整区域の土地利用方針 第一章 市街化調整区域の土地利用方針 

１．策定の目的と位置付け １ 策定の目的と位置付け 

（１）策定の目的 (1) 策定の目的 

区域区分制度は，都市計画法(以下「法」という。)第７条に規定さ

れ，市街地として優先的かつ計画的に整備する市街化区域と，市街

化を抑制する市街化調整区域に区分することにより，無秩序な市街

地の拡大による環境悪化の防止と計画的な公共施設整備による良好

な市街地の形成を図ることを目的として定められています。 

本市においては，昭和４５年７月より市街化区域と市街化調整区

域を定め運用をしてきました。近年，市街化調整区域においては，

既存集落における住民の高齢化や人口の減少，人口減少に伴う生活

利便性の低下，産業構造の変化に伴う産業適地の開発抑制等の課題

が見受けられます。 

 

 

本市は，市域の５割以上を市街化調整区域が占めており，持続可

能な都市を目指すためには，市街化調整区域の適正な土地利用を誘

導することが重要です。 

これらの課題に対応し，市街化調整区域における土地利用の適正

化を通じて，地域における生活環境の保全や地域の活性化を図るた

区域区分制度は，都市計画法(以下「法」という。)第７条に規定さ

れ，市街地として優先的かつ計画的に整備する市街化区域と，市街

化を抑制する市街化調整区域に区分することにより，無秩序な市街

地の拡大による環境悪化の防止と計画的な公共施設整備による良好

な市街地の形成を図ることを目的として定められています。 

本市においては，昭和４５年７月より市街化区域と市街化調整区

域を定め運用をしてきました。近年，市街化調整区域においては，

既存集落における住民の高齢化や人口減少に伴う生活利便性の低

下，産業構造の変化に伴う産業適地の開発抑制等の課題が見受けら

れる他，平成１４年に制度化された法第３４条第１１号の区域指定

制度（連たん制度）を活用した宅地造成により，新たに住宅地が形

成されるなど，市街地の拡散につながる課題が生じています。 

本市は，市域の５割以上を市街化調整区域が占めており，市全体

の人口減少が見込まれる中で持続可能な都市を目指すためには，市

街化調整区域の適正な土地利用を誘導することが重要です。 

これらの課題に対応し，市街化調整区域における土地利用の適正

化を通じて，地域における生活環境の保全や地域の活性化を図るた
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め，「市街化調整区域における土地利用方針」及び「市街化調整区

域における地区計画運用基準」を定めるものです。 

め，「市街化調整区域における土地利用方針」及び「市街化調整区

域における地区計画運用基準」を定めるものです。 

（２）方針の位置づけ (2) 方針の位置づけ 

「市街化調整区域における土地利用方針」は，八千代市第４次総

合計画基本構想，八千代市都市マスタープラン等の上位計画に定め

られた土地利用方針を補完するものであり，「市街化調整区域にお

ける地区計画運用基準」は，土地利用方針実現のために必要な地区

計画を決定するための運用基準となります。 

「市街化調整区域における土地利用方針」は，八千代市総合計画

（基本構想），八千代市都市マスタープラン等の上位計画に定めら

れた土地利用方針を補完するものであり，「市街化調整区域におけ

る地区計画運用基準」は，土地利用方針実現のために必要な地区計

画を決定するための運用基準となります。 

（上位計画と本方針との関係図）※別紙１を参照 （上位計画と本方針との関係図）※別紙１を参照 

２．基本的な考え方 ２ 基本的な考え方 

市街化調整区域における課題としては，農地・緑地の保全など土地利

用規制に関する面と，既存集落の高齢化や人口減少への対応など土地利

用誘導に関する２つの面があります。土地利用規制に関する方針は，「八

千代都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」(以下「区域

マスタープラン」といいます。)で次のとおり定められています。 

市街化調整区域における課題としては，農地・緑地の保全など土地利

用規制（自然的土地利用）に関する面と，既存集落の高齢化や人口減少

への対応など土地利用誘導（都市的土地利用）に関する２つの面があり，

その方針は，八千代市都市マスタープランで次のとおり定められていま

す。 

ア．優良な農地との健全な調和に関する方針  

印旛放水路（新川及び花見川），神崎川，桑納川，勝田川及び高

野川周辺で土地改良事業により基盤整備がなされている優良水田地

及び睦地区，阿蘇地区の一団性のある優良農地は，今後とも農用地

として整備，保全を図る。 

 

イ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針  

印旛放水路（新川及び花見川），神崎川，桑納川，勝田川及び高  
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野川周辺の水田は，低水地であり，これらの区域が市街化した場合，

溢水や湛水の災害発生が予想される。これらの区域については，極

力保全に努める。 

急傾斜地など土砂災害の恐れのある区域については，土砂災害警

戒区域及び特別警戒区域の指定及び運用により，開発行為の抑制等

を図り，安全性の確保に努める。 

ウ．自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針  

優れた自然の風景を有する印旛放水路（新川及び花見川）周辺の

地区及び本区域全体に散在する斜面緑地や樹林地については，都市

環境及び都市防災上重要なばかりでな く，都市景観としても貴重で

あり，今後とも積極的にその保全に努め，特に県立八千代広域公園

に接する区域については，当該公園と一体的な整備，保全を図る。 

また，印旛放水路（新川及び花見川）の沿川区域については本区

域における基幹的な緑地軸としての位置付けに鑑み，その南部につ

いては県立八千代広域公園と一体的な緑地として，同公園以北につ

いては，帯状の緑地として，積極的な整備，保全を図る。 

 

エ．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針  

開発行為により都市基盤整備が進められている八千代カルチャー

タウン地区においては，国道１６号にアクセスする交通利便性を活

かした土地利用について，地区計画を活用し計画的な誘導を図る。 

 

 (1) 自然的土地利用 

 自然的土地利用については，現在形成されている自然的環境の

保全を図ることを基本とします。 
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 ア 農地・山林 

農地は，「八千代市農業振興計画」に基づき農業振興を進め，

保全と活用を図ります。また，新川，神崎川，桑納川，勝田川

及び高野川周辺で土地改良事業により基盤整備がなされている

水田及び睦地区，阿蘇地区の一団性のある農地は農産物の供給

のみならず，洪水の防止や良好な景観の形成等の多面的機能を

有する地区として，整備・保全を図ります。 

斜面緑地や樹林地については，自然環境，土砂災害防止，良

好な都市景観形成等の機能を有する地区として維持・保全を図

ります。 

 イ 河川及び公園 

ふれあいネットワーク軸として位置づけられ，優れた自然の

風景を有する新川及び桑納川周辺については，広域緑の拠点と

して位置づけられている県立八千代広域公園を中心に，点在す

る各種施設や，多様な主体との連携・協働を図りながら，一体

的な整備，保全を図ります。 

 (2) 都市的土地利用 

 都市的土地利用については，洪水や土砂災害に係るハザードエ

リアが新たに都市的土地利用とならないように留意しつつ，地域

の特性に合わせた土地利用を図ることを基本とします。 

また，法第３４条第１１号に基づく「都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例」による区域指定（以下「法第

３４条第１１号の区域指定制度」とします。）により，一定の条
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件を満たす建築物の建築が認められてきましたが，市街地拡散の

助長につながるおそれや，人口減少に伴い市街地における人口密

度の低下が懸念されることから，法第３４条第１１号の区域指定

制度の廃止を含めた制度の見直しを進めます。 

 ア 既存集落地 

既存集落では，産業構造の変化や，居住者の高齢化と人口減

少により活力の低下が課題となっています。このため，年齢構

成の偏りや人口の自然減少も考慮し，既存集落の維持に必要な

範囲内で，自己の居住の用に供する住宅の建築を可能とするな

ど，既存集落の生活環境の保全を図ります。 

 イ 沿道産業誘導地 

国道１６号沿道については，広域幹線道路の特性を活かすた

め，地区計画等を活用し大規模流通業務施設や沿道施設等の立

地を誘導するなど，広域幹線道路の沿道にふさわしい土地利用

を図ります。 

また，将来的に広域幹線道路となる国道２９６号バイパスに

ついても，その整備に合わせて広域幹線道路の沿道利用を考慮

した土地利用の誘導を検討します。 

 ウ 計画的市街化編入地 

既に市街地を形成している区域及び優先的かつ計画的に市街

化を図るべき区域については，良好な市街地の整備・保全を図

るとともに，今後も良好な市街地を維持するため，市街化区域

に編入します。 



資料２ 

6 

 

このため，土地利用の保全に関する考え方は，区域マスタープラ

ンの定める方針を継承し，本方針においては，八千代市都市マスタ

ープラン及び区域マスタープランを補完するものとして，土地利用

の誘導に関する事項を定めるものとします。 

本方針においては，八千代市都市マスタープラン等を補完するも

のとして，土地利用の誘導に関する事項を定めるものとします。 

３．土地利用方針 ３ 土地利用方針 

 「２ 基本的な考え方」を踏まえ，市街化調整区域における課題を解決

し，市街化調整区域の適正な土地利用を誘導するため，以下のとおり土地

利用の考え方を示します。 

（１）市街化区域周辺でのスプロールの防止 (1) 市街化区域周辺でのスプロールの防止 

○土地利用誘導の考え方： 

市街化調整区域は，市街化を抑制することで自然環境の保全を

図るという基本的な考え方があります。しかしながら市街化調整

区域でも一定の条件を満たす建築物は建築が認められており，こ

れらの建築物が無秩序に建つことにより，保全すべき環境が損な

われ不良な住環境が形成されるなど非効率な土地利用が進む可能

性があります。それらを防止するため，一定のルールを設け秩序

ある土地利用を誘導するものとします。 

 

なお，将来的には公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクト

なまちづくりが求められるため，継続的に指定区域や要件の検証

を行なっていきます。 

ア 土地利用誘導の考え方 

市街化調整区域は，市街化を抑制することで自然環境の保全を

図るという基本的な考え方があります。しかしながら市街化調整

区域でも一定の条件を満たせば建築物の建築が認められており，

これらの建築物が無秩序に建つことにより，保全すべき環境が損

なわれ，市街地の拡散（スプロール化）を招くなど非効率な土地

利用が進む可能性があります。それらを防止するため，社会経済

情勢の変化に応じたルールを設け秩序ある土地利用を誘導するも

のとします。 

また，公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづく

りを実現するため，継続的に指定区域や要件の検証を行なってい

きます。 

○想定土地利用エリア： 

条例で定める地域 

イ 想定土地利用エリア 

条例で定める地域 
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○許容建築物： 

建築基準法別表第２（ろ）項に掲げる第二種低層住居専用地域

に建築することができる建築物 

ウ 許容建築物 

自己の居住の用に供する住宅，兼用住宅，宗教施設，公共公益

施設，店舗等 

 エ 技術基準 

法で定める基準に加え，建築物の敷地面積の最低限度等を定め

る。 

（２）既存集落の生活環境の保全 (2) 既存集落の生活環境の保全 

○土地利用誘導の考え方： 

市街化調整区域においては，新たな開発が制限されていること

も一因となり，農村地域の既存集落では，居住者の高齢化と人口

減少により活力の低下が課題となっています。一方で，営農を希

望する方や，自然に囲まれたゆとりある住環境に魅力を感じる方

がいても，現行の土地利用規制の下では対応ができない状況があ

ります。 

既存集落を維持していくためには，年齢構成の偏りや人口の自

然減少も考慮し，現況規模を維持していくのに必要な範囲内で，

転入者用の自己居住用住宅の建築が認められることが必要です。 

自己居住用住宅の建築を可能とする条例の施行により，既存集

落の生活環境の保全を図ります。 

ア 土地利用誘導の考え方 

市街化調整区域における農村地域の既存集落では，居住者の高

齢化と人口減少により活力の低下が課題となっています。一方で，

営農を希望する方や，自然に囲まれたゆとりある住環境に魅力を

感じる方がいても，現行の土地利用規制の下では対応ができない

状況があります。 

既存集落を維持していくためには，年齢構成の偏りや人口の自

然減少も考慮し，現況規模を維持していくのに必要な範囲内で，

転入者用の自己の居住の用に供する住宅の建築が認められること

が必要です。 

自己の居住の用に供する住宅の建築を可能とする条例の施行に

より，既存集落の生活環境の保全を図ります。 

○想定土地利用エリア： 

既存集落周辺で条例で定める地域 

イ 想定土地利用エリア 

既存集落周辺で条例で定める地域 

○許容建築物： 

自己居住用住宅及びその付属物 

ウ 許容建築物 

自己の居住の用に供する住宅及びその付属物 
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 エ 技術基準 

法で定める基準に加え，建築物の敷地面積の最低限度等を定め

る。 

（３）幹線道路沿道への産業施設の立地誘導 (3) 幹線道路沿道への産業施設の立地誘導 

○土地利用誘導の考え方： 

国道１６号は，首都圏の環状道路として東京湾沿岸部と内陸部

の業務核都市（千葉市，さいたま市など）を結ぶ，広域幹線道路

としての機能を有し，広域幹線道路として多くの人と物とが行き

交っています。また，千葉県開発審査会提案基準における指定路

線となっており，物流施設等の流通業務施設が立地可能となって

います。 

国道１６号沿道について，広域幹線道路の特性を活かし，流通

業務施設や沿道施設等の立地を誘導することで，広域幹線道路の

沿道に相応しい土地利用を図ります。 

ア 土地利用誘導の考え方 

国道１６号は，首都圏の環状道路として東京湾沿岸部と内陸部

の業務核都市（千葉市，さいたま市など）を結ぶ，広域幹線道路

としての機能を有し，広域幹線道路として多くの人と物とが行き

交っています。また，千葉県開発審査会提案基準における指定路

線となっており，物流施設等の流通業務施設が立地可能となって

います。 

国道１６号沿道について，広域幹線道路の特性を活かし，流通

業務施設や沿道施設等の立地を誘導することで，広域幹線道路の

沿道に相応しい土地利用を図ります。 

○想定土地利用エリア： 

国道１６号の沿道 

イ 想定土地利用エリア 

国道１６号の沿道 

○許容建築物： 

流通業務施設，沿道サービス施設 

ウ 許容建築物 

流通業務施設，沿道サービス施設 

 エ 技術基準 

法で定める基準に加え，千葉県開発審査会提案基準（以下「提

案基準」という。）による。 

（４）大学等の公共公益施設と一体となって整備される住居及び地域

の産業振興等と一体的に整備を図るもの 

(4) 市街化が進行しつつあり，又は市街化することが確実と見込まれ

る土地の区域における良好な市街地の形成誘導 
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○土地利用誘導の考え方： 

・八千代カルチャータウン地区 

都市マスタープラン等上位計画に位置付けられている八千代

カルチャータウン地区の大規模住宅開発事業については，事業

着手後の社会環境の変化等により事業が停滞している状況にあ

ります。 

本地区は，阿蘇地域の商業拠点機能や，主要幹線道路である

国道１６号にアクセスする立地特性を活かした土地利用が求め

られています。これらのことより，この地区については，事業

者が地区の現状や将来展望を勘案し，住宅，商業，業務施設の

集積等，持続可能なまちとなるよう事業計画の見直しを行い，

地区住民の理解のもとに土地利用計画変更の必要が生じた場合

には，地区計画により適切な土地利用の誘導を図ります。 

ア 土地利用誘導の考え方 

西八千代南部地区については，市街化調整区域であるものの

八千代緑が丘駅に近接し主要地方道が通過するなど，交通アク

セスに恵まれた条件や，周囲が市街化区域となっていることか

ら，市街地化が進行しつつあります。一方で，市街化調整区域

であるため，道路や下水道等の公共施設が未整備となっており，

大雨や火災等の災害に弱いという課題があります。 

市街地としてふさわしい良好な市街地環境の整備・保全を図

るとともに，鉄道駅周辺のポテンシャルを活かすため，地区計

画等を活用し，住宅や生活利便施設等の立地を誘導します。 

なお，将来的には市街化区域への編入を進め，都市計画道路

及び下水道の整備，区画道路の改善等を図ります。 

○想定土地利用エリア： 

八千代カルチャータウン地区（もえぎ野地区） 

イ 想定土地利用エリア 

西八千代南部地区 

○許容建築物： 

住宅，大学，公共公益施設，商業施設，業務施設，流通業務

施設，交通施設 

ウ 許容建築物 

低層住宅地区，幹線道路沿道地区及び駅周辺地区それぞれの

特性に応じた建築物（住宅，生活利便施設等） 

（５）公共公益施設に資する土地利用 (5) 公共公益施設に資する土地利用 

○土地利用誘導の考え方： 

市街化調整区域においても，学校や医療施設，社会福祉施設等，

住民の生活に資する公益施設は必要です。これらの施設は人の集

まる拠点ともなることから，特に市街化調整区域においては，適

ア 土地利用誘導の考え方 

市街化調整区域においても，学校や医療施設，社会福祉施設等，

住民の生活に資する公益施設は必要です。これらの施設は人の集

まる拠点ともなることから，特に市街化調整区域においては，適
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切に配置されることが求められます。 

また土地利用が進んだ市街化区域内で行なうことが困難又は著

しく不適当とされる公共施設や新川などの自然環境を活用した地

域振興・観光振興等に寄与すると認められる施設の立地も想定さ

れます。 

 

公共公益施設の立地にあたっては，上位計画等に基づき適正な

立地を促します。 

切に配置されることが求められます。 

また土地利用が進んだ市街化区域内で行なうことが困難又は著

しく不適当とされる公共施設，新川などの自然環境や農地・農園

等地域資源を活用した地域振興・観光振興等に寄与すると認めら

れる施設，防災拠点の機能向上に寄与する施設の立地も想定され

ます。 

公共公益施設の立地にあたっては，上位計画等に基づき適正な

立地を促します。 

○想定土地利用エリア： 

国，県，市の計画に位置付けられた区域 

イ 想定土地利用エリア 

国，県，市の計画等に位置付けられた区域 

○許容建築物： 

国，県，市の計画に位置付けられた建築物 

ウ 許容建築物 

国，県，市の計画等に位置付けられた建築物 

【市街化調整区域の土地利用方針イメージ図】※別紙２を参照 

市街化調整区域の土地利用方針図※別紙３を参照 

【市街化調整区域の土地利用方針イメージ図】※別紙２を参照 

市街化調整区域の土地利用方針図※別紙３を参照 

  

第二章 市街化調整区域における地区計画運用基準 第二章 市街化調整区域における地区計画運用基準 

１．運用基準策定の趣旨 １ 運用基準策定の趣旨 

本運用基準は，市街化調整区域の土地利用方針に基づいて計画され

る土地利用を実現するためのツールとして，市街化調整区域における

地区計画策定についての考え方を示し制度の適切な運用を図るために

策定します。 

本運用基準は，市街化調整区域の土地利用方針に基づいて計画され

る土地利用を実現するためのツールとして，市街化調整区域における

地区計画策定についての考え方を示し制度の適切な運用を図るために

策定します。 

２．市街化調整区域の地区計画の基本的な考え方 ２ 市街化調整区域の地区計画の基本的な考え方 
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市街化調整区域の地区計画は，原則として「市街化を抑制すべき区

域」という市街化調整区域の基本理念，性格を変えるものではなく，

地区計画の区域の周辺において市街化を促進することがない等，計画

的な市街化を図る上で支障がないことが条件となります。なお，上位

計画で市街化区域への編入が位置づけられている地区については，こ

の限りではありません。 

市街化調整区域の地区計画は，原則として「市街化を抑制すべき区

域」という市街化調整区域の基本理念，性格を変えるものではなく，

地区計画の区域の周辺において市街化を促進することがない等，計画

的な市街化を図る上で支障がないことが条件となります。なお，上位

計画で市街化区域への編入が位置づけられている地区については，こ

の限りではありません。 

（１）上位計画との整合 (1) 上位計画との整合 

原則として八千代市及び千葉県の定める上位計画と整合したもの

であることが必要です。 

具体的には，「八千代市第４次総合計画基本構想」，「八千代市

都市マスタープラン」，「市街化調整区域の土地利用方針」等，上

位計画に位置づけがあり，整合が図られていること。また「区域マ

スタープラン」に定める人口フレーム，産業フレームの範囲内のも

のであることが必要です。 

原則として八千代市及び千葉県の定める上位計画と整合したもの

であることが必要です。 

具体的には，「八千代市総合計画（基本構想）」，「八千代市都

市マスタープラン」，「市街化調整区域の土地利用方針」等，上位

計画に位置づけがあり，整合が図られていること。また「八千代都

市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（都市計画区域マ

スタープラン）」に定める人口フレーム，産業フレームの範囲内の

ものであることが必要です。 

（２）事業の確実性 (2) 事業の確実性 

地区計画は，開発行為等による計画的な市街地整備，地区施設等

の整備等が確実に見込まれ，それぞれの類型ごとに定めた適切な規

模を満たすものであることが必要です。 

地区計画は，開発行為等による計画的な市街地整備，地区施設等

の整備等が確実に見込まれ，それぞれの類型ごとに定めた適切な規

模を満たすものであることが必要です。 

（３）周辺環境への配慮 (3) 周辺環境への配慮 

地区計画は，給排水計画，交通施設等の諸計画に支障を来さない

ものであること。また，周辺の生活環境，字然環境との調和を欠く

おそれがなく，景観に十分配慮した ものであることが必要です。 

地区計画は，給排水計画，交通施設等の諸計画に支障を来さない

ものであること。また，周辺の生活環境，字然環境との調和を欠く

おそれがなく，景観に十分配慮した ものであることが必要です。 
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（４）定めることができない地域 (4) 地区計画を定めることができない地域 

地区計画の区域には，原則として次に掲げる地域，地区等を含む

ことはできません。 

① 農業振興地域の農用地区域，集団的優良農用地，農業生産性

の高い農用地又は土地基盤整備事業の完了，実施中若しくは計

画中の受益区域内に含まれる農用地 

② 集落地域整備法第３条に規定する集落地域 

③ 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農用地 

④ 保安林，保安施設地区，保安林予定森林，保安林施設予定地

区又は保安林整備計画において保安林の指定が計画されている

土地の区域 

⑤ 自然環境保全法の指定地域及び自然公園法の特別地域 

⑥ 県立自然公園特別地域又は県自然環境保全地域 

⑦ 砂防指定地，地すべり防止地区，急傾斜地崩壊危険区域，土

砂災害特別警戒区域，河川のはんらん区域，湛水，土砂流出，

地すべり等により災害の危険が大きいと想定される区域 

⑧ 近郊緑地保全区域，特別緑地保全地区，鳥獣保護区特別保護

地区，その他緑地として特に保全すべき土地 

⑨ 国，県，市指定の史跡若しくは名勝，天然記念物に係る地域，

県指定の旧跡又は選定重要遺跡に係る地域 

⑩ 廃棄物最終処分地等の都市的土地利用不適地 

⑪ その他，他法令による規制がされている地域で地区計画を定

めることが適当でないと認められる区域 

地区計画の区域には，原則として次に掲げる地域，地区等を含む

ことはできません。 

ア 農業振興地域の農用地区域，集団的優良農用地，農業生産性

の高い農用地又は土地基盤整備事業の完了，実施中若しくは計

画中の受益区域内に含まれる農用地 

イ 集落地域整備法第３条に規定する集落地域 

ウ 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農用地 

エ 保安林，保安施設地区，保安林予定森林，保安林施設予定地

区又は保安林整備計画において保安林の指定が計画されている

土地の区域 

オ 自然環境保全法の指定地域及び自然公園法の特別地域 

カ 県立自然公園特別地域又は県自然環境保全地域 

キ 砂防指定地，地すべり防止地区，急傾斜地崩壊危険区域，土

砂災害特別警戒区域，河川のはんらん区域，湛水，土砂流出，

地すべり等により災害の危険が大きいと想定される区域 

ク 近郊緑地保全区域，特別緑地保全地区，鳥獣保護区特別保護

地区，その他緑地として特に保全すべき土地 

ケ 国，県，市指定の史跡若しくは名勝，天然記念物に係る地域，

県指定の旧跡又は選定重要遺跡に係る地域 

コ 廃棄物最終処分地等の都市的土地利用不適地 

サ その他，他法令による規制がされている地域で地区計画を定

めることが適当でないと認められる区域 
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３．開発許可基準との関係 ３ 開発許可基準との関係 

市街化調整区域における開発許可基準は，法第３４条第１号から１４

号に規定され，各号のいずれかに該当する必要があります。土地利用方

針を実現する上で，都市構造に大きな影響（一定規模以上）を与えるも

のについては，第１０号に基づく地区計画制度で対応を図り，影響範囲

が限定される個別の案件については，１０号以外の各号の規定により対

応を図ります。 

市街化調整区域における開発許可基準は，法第３４条第１号から１４

号に規定され，各号のいずれかに該当する必要があります。土地利用方

針を実現する上で，都市構造に大きな影響（一定規模以上）を与えるも

のについては，第１０号に基づく地区計画制度で対応を図り，影響範囲

が限定される個別の案件については，１０号以外の各号の規定により対

応を図ります。 

４．地区計画の類型と運用基準 ４ 地区計画の類型と運用基準 

市街化調整区域の土地利用方針に基づく地区計画について，想定され

る運用イメージとして以下の３つの類型を示します。 

市街化調整区域の土地利用方針に基づく地区計画について，想定され

る運用イメージとして以下の３つの類型を示します。 

 
土地利用方針 類型 

 

 

 

１ 

・大学等の公共公益施設と一体とな

って整備される住居及び地域の産業

振興等と一体的に整備を図るもの 

・市街化区域周辺でのスプロールの防

止（市街化編入を予定する区域） 

 

 

 

市街化編入予定型 

２ 幹線道路沿道への産業施設の立地誘

導 

幹線道路沿道型 

３ 公共公益施設に資する土地利用 公共公益施設型 

※ 市街化区域周辺でのスプロールの防

止 

※条例で対応 

※ 既存集落の生活環境の保全 ※条例で対応 

 
土地利用方針 類型 

 

 

 

１ 

市街化が進行しつつあり，又は市街化

することが確実と見込まれる土地の区

域における良好な市街地の形成誘導 

 

 

 

市街化編入予定型 

２ 幹線道路沿道への産業施設の立地誘

導 

幹線道路沿道型 

３ 公共公益施設に資する土地利用 公共公益施設型 

※ 市街化区域周辺でのスプロールの防

止 

※条例で対応 

※ 既存集落の生活環境の保全 ※条例で対応 
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※「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」で対

応を図ります。 
※「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」で対

応を図ります。 

（１）市街化編入予定型 (1) 市街化編入予定型 

○決定可能な区域 

実現を図る土

地利用方針 

・大学等の公共公益施設と一体となって整備さ

れる住居及び地域の産業振興等と一体的な整備

を図るもの。 

・市街化区域周辺でのスプロールの防止（市街化

編入を予定する区域）） 

決定可能な区域 八千代カルチャータウン地区，西八千代南部地区 

決定に必要な規

模 

市街化区域への編入基準に定める面積以上とす

る 
 

ア 決定可能な区域 

実現を図る土

地利用方針 

市街化が進行しつつあり，又は市街化することが確

実と見込まれる土地の区域における良好な市街地

の形成誘導 

決定可能な区域 西八千代南部地区 

決定に必要な規

模 

市街化区域への編入基準に定める面積以上とす

る 
 

○地区整備計画 

 

 

建築物等の用途

の制限 

想定する用途地域を考慮し，誘導すべき土地利用

に応じて定める。 

容積率の最高限

度 

200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建ぺい率の最高

限度 

60％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の高さ

の最高限度 

住居系については原則 31ｍ以下とし，誘導すべき

土地利用に応じて定める。 

イ 地区整備計画 

地区施設の整備 必要に応じて定める。 

建築物等の用途

の制限 

想定する用途地域を考慮し，誘導すべき土地利用

に応じて定める。 

容積率の最高限

度 

200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建ぺい率の最高

限度 

60％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の高さ

の最高限度 

住居系については原則 31ｍ以下とし，誘導すべき

土地利用に応じて定める。 
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建築物の敷地面

積の最低限度 

住居系については適切に定め，その他は必要に応

じて定める。 

壁面の位置の制

限 

必要に応じて定める。 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

住居系については適切に定め，その他は必要に応

じて定める。 

建築物の緑化率

の最低限度 

必要に応じて定める。 

かき又はさくの

構造の制限 

住居系については適切に定め，その他は必要に応

じて定める。 
 

建築物の敷地面

積の最低限度 

住居系については適切に定め，その他は必要に応

じて定める。 

壁面の位置の制

限 

必要に応じて定める。 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

住居系については適切に定め，その他は必要に応

じて定める。 

建築物の緑化率

の最低限度 

必要に応じて定める。 

かき又はさくの

構造の制限 

住居系については適切に定め，その他は必要に応

じて定める。 
 

（２）幹線道路沿道型 (2) 幹線道路沿道型 

○決定可能な区域 

実現を図る土地

利用方針 

幹線道路沿道への産業施設の立地誘導 

決定可能な区域 国道１６号に接する区域 

決定に必要な規

模 

５ｈａ以上 

 

ア 決定可能な区域 

実現を図る土地

利用方針 

幹線道路沿道への産業施設の立地誘導 

決定可能な区域 国道１６号に接する区域 

決定に必要な規

模 

５ｈａ以上 

 

○地区整備計画 

建築物等の用途

の制限 

工場，研究所，流通業務施設，都市計画法第３

４条第９号に定められる沿道サービス施設等誘

導すべき土地利用に応じて定める。 

住宅及び共同住宅を除外する。 

容積率の最高限 200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

イ 地区整備計画 

建築物等の用途

の制限 

工場，研究所，流通業務施設，都市計画法第３

４条第９号に定められる沿道サービス施設等誘

導すべき土地利用に応じて定める。 

住宅及び共同住宅を除外する。 

容積率の最高限 200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 
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度 

建築物等の高さ

の最高限度 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

500 ㎡以上で誘導すべき土地利用に応じて定め

る。 

壁面の位置の制

限 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等形態又

は意匠の制限 

必要に応じて定める。 

建築物の緑化率

の最低限度 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

かき又はさくの

構造の制限 

必要に応じて定める。 

 

度 

建築物等の高さ

の最高限度 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

500 ㎡以上で誘導すべき土地利用に応じて定め

る。 

壁面の位置の制

限 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等形態又

は意匠の制限 

必要に応じて定める。 

建築物の緑化率

の最低限度 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

かき又はさくの

構造の制限 

必要に応じて定める。 

 

（３）公共公益施設型 (3) 公共公益施設型 

○決定可能な区域 

実現を図る土地

利用方針 

公共公益に資する土地利用 

決定可能な区域 上位計画への位置づけのある区域 
 

ア 決定可能な区域 

実現を図る土地

利用方針 

公共公益に資する土地利用 

決定可能な区域 上位計画への位置づけのある区域 
 

○地区整備計画 

用途制限 誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の用途

の制限 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

容積率の最高限

度 

200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

イ 地区整備計画 

用途制限 誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の用途

の制限 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

容積率の最高限

度 

200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 
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建ぺい率の最高

限度 

60％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の高さ

の最高限度 

必要に応じて定める。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

必要に応じて定める。 

壁面の位置の制

限 

必要に応じて定める。 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

必要に応じて定める。 

建築物の緑化率

の最低限度 

必要に応じて定める。 

かき又はさくの

構造の制限 

必要に応じて定める。 

 

建ぺい率の最高

限度 

60％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の高さ

の最高限度 

必要に応じて定める。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

必要に応じて定める。 

壁面の位置の制

限 

必要に応じて定める。 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

必要に応じて定める。 

建築物の緑化率

の最低限度 

必要に応じて定める。 

かき又はさくの

構造の制限 

必要に応じて定める。 

 

５．地区計画等建築基準法条例の制定 ５ 地区計画等建築基準法条例の制定 

地区計画で定められた良好な環境を誘導するため「建築物等に関する

事項」について，建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づき条例を

制定することとします。 

地区計画で定められた良好な環境を誘導するため「建築物等に関する

事項」について，建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づき条例を

制定することとします。 

６．手続き ６ 手続き 

市街化調整区域の地区計画決定に係わる案の申し出については，都市

計画提案制度により手続きを行うことを原則とします。ただし，事前に

市と十分な調整を経ているものについてはこの限りではありません。 

市街化調整区域の地区計画決定に係わる案の申し出については，都市

計画提案制度により手続きを行うことを原則とします。ただし，事前に

市と十分な調整を経ているものについてはこの限りではありません。 

※手続きの詳細については，別に定める「八千代市都市計画提案制度
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の手引き」を参照ください。 

参考．都市計画提案制度の概要  

１．提案主体  

都市計画を提案できる主体は次のいずれかに該当する者です。  

（１）都市計画の提案を行おうとする区域の土地所有者又は借地権者

（建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権者若しくは賃借

権者。以下，「土地所有者等」といいます。） 

 

（２）まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利

活動法人（特定非営利活動促進法第２条第２項の特定非営利活動法

人） 

 

（３）一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない

法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律，公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律) 

 

（４）独立行政法人都市再生機構  

（５）地方住宅供給公社  

（６）まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体（以下に掲げる

要件のすべてに該当する団体） 

ア．以下のいずれかに該当する団体であること 

・過去１０年間に法第２９条第１項の規定による許可を受けて開

発行為（０． ５ヘクタール以上のものに限る。）を行った実績

があること。 

・過去１０年間に法第２９条第１項第４号から第９号までに掲げ
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る開発行為（０．５ヘクタール以上のものに限る。）を行った

実績があること。 

イ．役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの

代表者又は管理人を含む。）のうちに，以下のいずれかに該当す

る者がいない団体であること。 

・成年被後見人又は被保佐人 

・破産者で復権を得ないもの 

・禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受け

ることがなくなった日から５年を経過しない者 

・法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。同法第３１条第７項の規定を除く。）に

違反し，又は刑法（明治４０年法律第４５号）第２０４条，第

２０６条，第２０８条，第２０８ 条の３，第２２２条若しくは

第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正１

５年法律第６０号）の罪を犯し，罰金の刑に処せられ， その刑

の執行を終わり，又は執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者 

２．提案要件  

都市計画の提案を行うことが出来る要件は次のとおりです。  

（１）一体として整備し，開発し，又は保全すべき土地の区域としてふ

さわしい０．５ヘクタール以上の一団の土地であること。 

 

（２）都市計画の提案の素案の内容が，都市計画法第１３条その他の法

令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。 
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（３）都市計画の提案の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等

及び土地所有者等の有する区域内の土地の地積の合計のそれぞれ３

分の２以上の同意を得ていること。 

 

３．手続きの流れ  

参考．建築基準法抜 

建築基準法 昭和二十五年五月二十四日（法律第二百一号） 

最終更新 平成二九年五月一二日(同第二六号) 

別表第二 用途地域内の建築物の制限（第二十七条，第四十八条，第六十

八条の三関係） 

 

（い） 第一種低

層住居専

用地域内

に建築す

ることが

できる建

築物 

一 住宅 

二 住宅で事務所，店舗その他これらに類する用

途を兼ねるもののうち政令で定めるもの 

三 共同住宅，寄宿舎又は下宿 

四 学校（大学，高等専門学校，専修学校及び各

種学校を除く。），図書館その他これらに類す

るもの 

五 神社，寺院，教会その他これらに類するもの 

六 老人ホーム，保育所，福祉ホームその他これ

らに類するもの 

七 公衆浴場（風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十

二号）第二条第六項第一号に該当する営業（以

下この表において「個室付浴場業」という。）
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に係るものを除く。） 

八 診療所 

九 巡査派出所，公衆電話所その他これらに類す

る政令で定める公益上必要な建築物 

十 前各号の建築物に附属するもの（政令で定め

るものを除く。） 

（ろ） 第二種低

層住居専

用地域内

に建築す

ることが

できる建

築物 

一 （い）項第一号から第九号までに掲げるもの 

二 店舗，飲食店その他これらに類する用途に供

するもののうち政令で定めるものでその用途

に供する部分の床面積の合計が百五十平方メ

ートル以内のもの（三階以上の部分をその用途

に供するものを除く。） 

三 前二号の建築物に附属するもの（政令で定め

るものを除く。） 
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（別紙１） 

 
 

連携 即する 

（上位計画と本方針との関係図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八千代市都市マスタープラン

改定版(平成 26 年 3 月) 
(平成 14 年 3 月策定) 

  

八千代市第４次総合計画基本構想(平成 23 年 3 月策定) 

市街化調整区域における土地利用

方針及び地区計画運用基準 

即する 

補 完 

県の計画

八
千
代
都
市
計
画 

都
市
計
画
区
域
の
整
備
，
開
発

及
び
保
全
の
方
針
（
平
成
２
８
年
３
月
策
定
） 

個
別
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

・
緑
の
基
本
計
画
等 

即する 

都市計画の運用（決定・変更） 

 ・市街化調整区域の地区計画 

反映 反映 

個別施策 

反映 
反映 

旧 
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（別紙１） 

 
 

連携 即する 

（上位計画と本方針との関係図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 

八千代市都市マスタープラン 
（都市計画法第１８条の２） 

八千代市総合計画（基本構想） 

市街化調整区域における土地利用

方針及び地区計画運用基準 

即する 

補 完 

県の計画

八
千
代
都
市
計
画 

都
市
計
画
区
域
の
整
備
，
開
発

及
び
保
全
の
方
針
（
都
市
計
画
法
第
６
条
の
２
） 

個
別
計
画 

・
緑
の
基
本
計
画
等 

即する 

都市計画の運用（決定・変更） 

 ・市街化調整区域の地区計画 

反映 反映 

個別施策 

反映 
反映 
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（別紙２） 

 

 

駅

市街化区域

市街化調整区域①市街化区域周辺でのスプロー
ルの防止

②既存集落の生活環境の保全

③幹線道路沿道への産業施設
の立地誘導

④大学等の公共公益施設と一体となって整
備される住居及び地域の産業振興等のプロ
ジェクトと一体的に整備を図るもの

⑤公共公益施設に資
する開発行為

34条11号条例区域

国道16号
(提案基準14の指定路線）

 

  

旧 
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（別紙２） 

 

 

駅

市街化区域

市街化調整区域

①市街化区域周辺でのスプロール
の防止

②既存集落の生活環境の保全

③幹線道路沿道への産業施設
の立地誘導

④市街化が進行しつつあり，又は市街化するこ
とが確実と見込まれる土地の区域における良
好な市街地の形成誘導

⑤公共公益施設に資する
土地利用

34条11号条例区域

国道16号
(提案基準14の指定路線）

 

新 
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（別紙３） 
 

 

旧 
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（別紙３） 

 

新 

市街化調整区域の土地利用方針図 

※上図における農用地区域は，農業振興地域の整備に関する法律第１２条の２第１項の基礎調査 

に基づく同法第１３条第１項の整備計画の変更のための作業を実施しているところであるため， 

今後整備計画の変更に伴いデータの差し替えを行う可能性があります。 
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No 該当ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方（案） 修正等

1 8，9

市街化調整区域から市街化するにあたって注意点としては幹線道路沿いに、マンションを建てる状況になったと
きの人口増による学校不足問題に気をつける。
八千代市としてこの地域に学校の増設は場所的にも財政的にも難しいものであり、実質上増築は無理と思われ
る。なのでマンションはこの学校の空き具合を見て計画的に5～6年スパンで少しずつ作っていく配慮が必要。
建築確認は市が出すものであり緑が丘付近でいったいの新築状況、人口増状況をきちんと管理して、学校が定員
オーバーにならないように新築戸建てやマンション建設など考えていかないといけない。
市の組織、部署を横断的に情報の共有をして人口増による、学校不足にならないようにすべき。
計画的に住宅なり、マンションなりを建てれば、持続可能な人口コントロールができ、年齢バランスのいい街づ
くりとなります。
一気に人口を増やしてしまうと昔の八千代台のようになり、30年後は一気に学校の廃校や、人口高齢化が進みま
す。持続的計画的に人口流入を考えていけば、それは避けられますので計画的な建設計画をお願いします。

西八千代南部地区を含む西八千代地区の学校は，児童数の増加に伴い将来的に教室数が不足
する等の課題を抱えていました。そこで，令和４年４月，副市長を長とした全庁横断的な組
織である「西八千代地区小中学校等対策検討委員会」を立ち上げ，これまで検討を続けてい
ます。
なお，小中学校等の設置の検討に当たっては，将来的な人口推計等を考慮し，適切な配置に
努めてまいります。
ご指摘いただきました持続可能な人口のコントロールにつきましては，私権の制限ともなり
現行の法規制では難しい面がありますが，担当部局と共有し，今後の施策の参考とさせてい
ただきます。

－

2 11

◇P11　⑴上位計画との整合
「区域マスタープラン）という表現は初出ですのでここは正式名称で掲載することになると思います。この言葉
は千葉県が定める「八千代都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」のことで千葉県では通常「都
市計画区域マスタープラン」と表現しています。

◇参考資料の照会
開発許可制度の解説（都市計画法編）鄭和６年４月１日改訂
千葉県　県土整備部　都市整備局　都市計画課
更新日　令和６年４月５日

今回の懸案は上記の解説文を参照することで理解が進むと思います。リンク先を照会すると良いと思います。
リンク先は
https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/kisei/kaisetsu-01shin.html
パージ番号491164

ご意見を踏まえ，以下のとおり修正いたします。

具体的には，「八千代市総合計画（基本構想）」，「八千代市都市マスタープラン」，「市
街化調整区域の土地利用方針」等，上位計画に位置づけがあり，整合が図られていること。
また「八千代都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープ
ラン）」に定める人口フレーム，産業フレームの範囲内のものであることが必要です。

〇

3 17,18

◇P17　６．手続き
都市計画提案制度は最も重要な項目と思います。したがって従来通り同一掲載が好ましいです。提案制度は改定
されていますので抜粋でも良いと思います。今回の改訂で別掲載としているのはなぜですか。

◇参考資料の照会
開発許可制度の解説（都市計画法編）鄭和６年４月１日改訂
千葉県　県土整備部　都市整備局　都市計画課
更新日　令和６年４月５日

今回の懸案は上記の解説文を参照することで理解が進むと思います。リンク先を照会すると良いと思います。
リンク先は
https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/kisei/kaisetsu-01shin.html
パージ番号491164

ご指摘のとおり，都市計画提案制度は重要な制度であると認識しております。
都市計画提案制度につきましては，本市において平成２０年６月に「八千代市都市計画提案
制度の手引き」（以下「手引き」といいます。）を策定しており，ご指摘のとおりその後に
改正を行っております。
本土地利用方針に，手引きの内容を引用する形で都市計画提案制度の提案主体や提案要件を
掲載しておりましたが，手引きに改正があった場合，当該改正内容を速やかに本土地利用方
針に反映することは難しく，本土地利用方針に提案制度に関する事項を掲載することで最新
の提案主体や提案要件に関する認識の齟齬が発生する可能性があると考えたことから，本土
地利用方針から都市計画提案制度に関する記載を削除することといたしました。

－

4 その他

◇全般
土地利用方針に関しては高度に専門的な知識を必要とすることから、事前に専門家である都市計画審議会で大枠
を諮ったのち市民に問うのが自然な流れと思います。しかしながら、都市計画審議会が事前に開催されていない
のはなぜですか。

◇参考資料の照会
開発許可制度の解説（都市計画法編）鄭和６年４月１日改訂
千葉県　県土整備部　都市整備局　都市計画課
更新日　令和６年４月５日

今回の懸案は上記の解説文を参照することで理解が進むと思います。リンク先を照会すると良いと思います。
リンク先は
https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/kisei/kaisetsu-01shin.html
パージ番号491164

都市計画の決定に当たっては，縦覧や公聴会など，市民意見の反映の機会を先に設け，その
後に都市計画審議会に諮り，決定する手順で進めております。
当該手順は都市計画法の定めにより実施されるものです。
そのため，本土地利用方針の改正においても，地権者の皆様の土地利用にも影響を及ぼすも
のであることから，パブリックコメントの実施により市民の皆様のご意見を伺い，当該市民
意見を踏まえた改正案を市都市計画審議会に諮る手順で実施しております。

－

市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準（改正案）に寄せられたご意見と市の考え方（市民意見）

1 ページ



資料４

No 該当ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方（案） 修正等

1 6

１，市街化調整区域は八千代市の農業を守ることや緑のある八千代市を守るためにも
必要であると思います。問題は調整区域の中に虫食いのように計画的ではない開発は
考えねばならないと思います。

本市としても同様の考えです。
現在，法第３４条第１１号の区域指定制度（連たん制度）を活用した宅地造成によ
り，新たな住宅地が形成されるなど，市街地の拡散につながる課題が生じていること
から，許容建築物や技術基準の見直しを進めております。

－

2 8

この意見書は、八千代市の発展を目的として、改正案に対する意見を述べさせていた
だきます。
今回の改正案に大きな問題はないと思いますが、16号線や296号バイパスを使う際の道
路の混雑や高速道路へのアクセスの利便性に対して、計画的な土地利用が行われてい
るか疑問を持っています。また、広域幹線道路の沿道にふさわしい土地利用において
も周辺地域の発展具合に比べると物足りない気もします。

国道１６号や国道２９６号バイパスを使う際の道路の混雑や高速道路へのアクセスの
利便性につきましては，八千代市都市マスタープランにおいて，国道１６号について
は計画的な二次改良等を関係機関に，国道２９６号バイパスについては国道２９６号
の慢性的な交通渋滞を解消するため，早期完成を県に要請する方針としております。
また，国道１６号に集中する交通負荷を分散するため，構想路線である千葉北西連絡
道路延伸の具体化について関係機関に要請する方針であり，このような施策を通じて
道路の混雑の解消や高速道路へのアクセスの利便性向上に努めてまいります。
ご指摘いただきました広域幹線道路の沿道にふさわしい土地利用につきましては，担
当部局と共有し，今後の施策の参考とさせていただきます。

－

3 その他

２，市街化区域と市街化調整区域の境目の基準が理解できないです。市街化区域及び
調整区域の線引き基準と市街化区域と隣接する調整区域にする理由等はっきりさせる
ことが必要であると思います。よく見かけるのは市街化区域の隣接地が荒れ地になっ
てそのままになっている。これは何とか対処できないかと思います。

市街化区域と市街化調整区域の区分は，県の管轄となり，都市計画法第７条に基づ
き，計画的に市街化を図る区域と市街化を抑制すべき区域として区分しております。
市街化区域の隣接地につきましては，様々な状況・事情があるかと考えますが，市街
化調整区域は原則として都市的土地利用を制限しておりますので，隣接地に限らずご
意見にあった荒地になっている土地は存在するものと考えます。
なお，荒地が農地である場合には，市街化区域から離れた場所に比べ，営農しづらい
面もあるかと考えておりますので，今後も引き続き，関係部局と調整を図ってまいり
ます。

－

4 その他

地区計画とあわせて、電車やバスなどの交通機関を必要としている住民や利用者の意
見を聞いてほしいです。

本市においては，令和６年３月に八千代市地域公共交通計画を策定しており，その策
定過程において，「市民アンケート調査」，「北部地域住民アンケート」，「公共交
通利用者アンケート」及び「交通事業者アンケート」を実施しており，公共交通の利
用者を含め意向調査を実施しております。またアンケート結果等をふまえて各種事業
を設定しており，今後その推進に努めてまいります。

－

5 その他
防災ハザードマップの避難場所や避難所が地域によって偏っていると感じました。こ
ちらもあわせて検討していただきたいです。

いただいたご意見につきましては，担当部局と共有し，今後の施策の参考とさせてい
ただきます。 －

6 その他

パブリックコメントについて、公共施設やホームページなどを利用していても意見の
募集がされていることに気が付くのは難しいと思いました。
また、資料が複雑で、募集されている内容がわかりづらく感じました。
わかりやすい形で掲載や募集をして、広く市民や利用者の意見を聞いていただきたい
です。

資料につきましては，わかりやすい資料の作成に努めてまいります。
また，パブリックコメントにおける公共施設やホームページなどの利用に関していた
だきましたご意見につきましては，担当部局と共有し，今後の運用にあたっての参考
とさせていただきます。

－

市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準（改正案）に寄せられたご意見と市の考え方（都市計画審議会委員意見）

1 ページ
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第一章 市街化調整区域の土地利用方針 

 

１．策定の目的と位置付け 

（１）策定の目的 

区域区分制度は，都市計画法(以下「法」という。)第７条に規定され，市街地として優

先的かつ計画的に整備する市街化区域と，市街化を抑制する市街化調整区域に区分するこ

とにより，無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止と計画的な公共施設整備による良

好な市街地の形成を図ることを目的として定められています。 

本市においては，昭和 45 年 7 月より市街化区域と市街化調整区域を定め運用をしてき

ました。近年，市街化調整区域においては，既存集落における住民の高齢化や人口の減

少，人口減少に伴う生活利便性の低下，産業構造の変化に伴う産業適地の開発抑制等の課

題が見受けられます。 

本市は，市域の５割以上を市街化調整区域が占めており，持続可能な都市を目指すため

には，市街化調整区域の適正な土地利用を誘導することが重要です。 

これらの課題に対応し，市街化調整区域における土地利用の適正化を通じて，地域にお

ける生活環境の保全や地域の活性化を図るため，「市街化調整区域における土地利用方

針」及び「市街化調整区域における地区計画運用基準」を定めるものです。 

 

（２）方針の位置づけ 

「市街化調整区域における土地利用方針」は，八千代市第４次総合計画基本構想，八千

代市都市マスタープラン等の上位計画に定められた土地利用方針を補完するものであり，

「市街化調整区域における地区計画運用基準」は，土地利用方針実現のために必要な地区

計画を決定するための運用基準となります。 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

２．基本的な考え方 

 

 市街化調整区域における課題としては，農地・緑地の保全など土地利用規制に関する面

と，既存集落の高齢化や人口減少への対応など土地利用誘導に関する２つの面がありま

す。土地利用規制に関する方針は，「八千代都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全

の方針」(以下「区域マスタープラン」といいます。)で次のとおり定められています。 

 

ア．優良な農地との健全な調和に関する方針 

印旛放水路（新川及び花見川），神崎川，桑納川，勝田川及び高野川周辺で土地改良

事業により基盤整備がなされている優良水田地及び睦地区，阿蘇地区の一団性のある優

良農地は，今後とも農用地として整備，保全を図る。 

 

イ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

印旛放水路（新川及び花見川），神崎川，桑納川，勝田川及び高野川周辺の水田は，

低水地であり，これらの区域が市街化した場合，溢水や湛水の災害発生が予想される。

これらの区域については，極力保全に努める。 

急傾斜地など土砂災害の恐れのある区域については，土砂災害警戒区域及び特別警戒

区域の指定及び運用により，開発行為の抑制等を図り，安全性の確保に努める。 

 

ウ．自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

優れた自然の風景を有する印旛放水路（新川及び花見川）周辺の地区及び本区域全体

に散在する斜面緑地や樹林地については，都市環境及び都市防災上重要なばかりでな

く，都市景観としても貴重であり，今後とも積極的にその保全に努め，特に県立八千代

広域公園に接する区域については，当該公園と一体的な整備，保全を図る。 

また，印旛放水路（新川及び花見川）の沿川区域については本区域における基幹的な

緑地軸としての位置付けに鑑み，その南部については県立八千代広域公園と一体的な緑

地として，同公園以北については，帯状の緑地として，積極的な整備，保全を図る。 

 

エ．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

開発行為により都市基盤整備が進められている八千代カルチャータウン地区において

は，国道１６号にアクセスする交通利便性を活かした土地利用について，地区計画を活

用し計画的な誘導を図る。 

 

このため，土地利用の保全に関する考え方は，区域マスタープランの定める方針を継承

し，本方針においては，八千代市都市マスタープラン及び区域マスタープランを補完する

ものとして，土地利用の誘導に関する事項を定めるものとします。 
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３．土地利用方針 

 

（1）市街化区域周辺でのスプロールの防止 

○土地利用誘導の考え方： 

市街化調整区域は，市街化を抑制することで自然環境の保全を図るという基本的

な考え方があります。しかしながら市街化調整区域でも一定の条件を満たす建築物

は建築が認められており，これらの建築物が無秩序に建つことにより，保全すべき

環境が損なわれ不良な住環境が形成されるなど非効率な土地利用が進む可能性があ

ります。それらを防止するため，一定のルールを設け秩序ある土地利用を誘導する

ものとします。 

なお，将来的には公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりが求

められるため，継続的に指定区域や要件の検証を行なっていきます。 

○想定土地利用エリア： 

条例で定める地域 

○許容建築物： 

建築基準法別表第２（ろ）項に掲げる第二種低層住居専用地域に建築することが

できる建築物 

 

（2）既存集落の生活環境の保全 

○土地利用誘導の考え方： 

市街化調整区域においては，新たな開発が制限されていることも一因となり，農

村地域の既存集落では，居住者の高齢化と人口減少により活力の低下が課題となっ

ています。一方で，営農を希望する方や，自然に囲まれたゆとりある住環境に魅力

を感じる方がいても，現行の土地利用規制の下では対応ができない状況がありま

す。 

既存集落を維持していくためには，年齢構成の偏りや人口の自然減少も考慮し，

現況規模を維持していくのに必要な範囲内で，転入者用の自己居住用住宅の建築が

認められることが必要です。 

自己居住用住宅の建築を可能とする条例の施行により，既存集落の生活環境の保

全を図ります。 

○想定土地利用エリア： 

既存集落周辺で条例で定める地域 

○許容建築物： 

自己居住用住宅及びその付属物 
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（3）幹線道路沿道への産業施設の立地誘導 

○土地利用誘導の考え方： 

国道 16 号は，首都圏の環状道路として東京湾沿岸部と内陸部の業務核都市（千

葉市，さいたま市など）を結ぶ，広域幹線道路としての機能を有し，広域幹線道路

として多くの人と物とが行き交っています。また，千葉県開発審査会提案基準にお

ける指定路線となっており，物流施設等の流通業務施設が立地可能となっていま

す。 

国道１６号沿道について，広域幹線道路の特性を活かし，流通業務施設や沿道施

設等の立地を誘導することで，広域幹線道路の沿道に相応しい土地利用を図りま

す。 

○想定土地利用エリア： 

国道１６号の沿道 

○許容建築物： 

流通業務施設，沿道サービス施設 

 

（4）大学等の公共公益施設と一体となって整備される住居及び地域の産業振興等と一

体的に整備を図るもの  

○土地利用誘導の考え方： 

・八千代カルチャータウン地区 

都市マスタープラン等上位計画に位置付けられている八千代カルチャータウン地

区の大規模住宅開発事業については，事業着手後の社会環境の変化等により事業が

停滞している状況にあります。 

本地区は，阿蘇地域の商業拠点機能や，主要幹線道路である国道 16 号にアクセ

スする立地特性を活かした土地利用が求められています。これらのことより，この

地区については，事業者が地区の現状や将来展望を勘案し，住宅，商業，業務施設

の集積等，持続可能なまちとなるよう事業計画の見直しを行い，地区住民の理解の

もとに土地利用計画変更の必要が生じた場合には，地区計画により適切な土地利用

の誘導を図ります。 

○想定土地利用エリア： 

八千代カルチャータウン地区(もえぎ野地区) 

○許容建築物： 

住宅，大学，公共公益施設，商業施設，業務施設，流通業務施設，交通施設 
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（5）公共公益施設に資する土地利用 

○土地利用誘導の考え方： 

市街化調整区域においても，学校や医療施設，社会福祉施設等，住民の生活に資

する公益施設は必要です。これらの施設は人の集まる拠点ともなることから，特に

市街化調整区域においては，適切に配置されることが求められます。 

また土地利用が進んだ市街化区域内で行なうことが困難又は著しく不適当とされ

る公共施設や新川などの自然環境を活用した地域振興・観光振興等に寄与すると認

められる施設の立地も想定されます。 

公共公益施設の立地にあたっては，上位計画等に基づき適正な立地を促します。 

○想定土地利用エリア： 

国，県，市の計画に位置付けられた区域 

○許容建築物： 

国，県，市の計画に位置付けられた建築物 

 

【市街化調整区域の土地利用方針イメージ図】 

駅

市街化区域

市街化調整区域①市街化区域周辺でのスプロー
ルの防止

②既存集落の生活環境の保全

③幹線道路沿道への産業施設
の立地誘導

④大学等の公共公益施設と一体となって整
備される住居及び地域の産業振興等と一体
的に整備を図るもの

⑤公共公益施設に資
する土地利用

34条11号条例区域

国道16号
(提案基準14の指定路線）
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第二章 市街化調整区域における地区計画運用基準 

 

１．運用基準策定の趣旨 

本運用基準は，市街化調整区域の土地利用方針に基づいて計画される土地利用を実

現するためのツールとして，市街化調整区域における地区計画策定についての考え方

を示し制度の適切な運用を図るために策定します。 

 

２．市街化調整区域の地区計画の基本的な考え方 

市街化調整区域の地区計画は，原則として「市街化を抑制すべき区域」という市街化

調整区域の基本理念，性格を変えるものではなく，地区計画の区域の周辺において市街

化を促進することがない等，計画的な市街化を図る上で支障がないことが条件となり

ます。なお，上位計画で市街化区域への編入が位置づけられている地区については，こ

の限りではありません。 

 

（1）上位計画との整合 

原則として八千代市及び千葉県の定める上位計画と整合したものであることが必

要です。 

具体的には，「八千代市第４次総合計画基本構想」，「八千代市都市マスタープラン」，

「市街化調整区域の土地利用方針」等，上位計画に位置づけがあり，整合が図られて

いること。また「区域マスタープラン」に定める人口フレーム，産業フレームの範囲

内のものであることが必要です。 

 

（2）事業の確実性 

地区計画は，開発行為等による計画的な市街地整備，地区施設等の整備等が確実に

見込まれ，それぞれの類型ごとに定めた適切な規模を満たすものであることが必要

です。 

  

（3）周辺環境への配慮 

地区計画は，給排水計画，交通施設等の諸計画に支障をきたさないものであること。

また，周辺の生活環境，自然環境との調和を欠くおそれがなく，景観に十分配慮した

ものであることが必要です。 

 

（4）定めることができない地域 

地区計画の区域には，原則として次に掲げる地域，地区等を含むことはできません。 

① 農業振興地域の農用地区域，集団的優良農用地，農業生産性の高い農用地又は

土地基盤整備事業の完了，実施中若しくは計画中の受益区域内に含まれる農

用地 

② 集落地域整備法第３条に規定する集落地域 

③ 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農用地 
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④ 保安林，保安施設地区，保安林予定森林，保安林施設予定地区又は保安林整備

計画において保安林の指定が計画されている土地の区域 

⑤ 自然環境保全法の指定地域及び自然公園法の特別地域 

⑥ 県立自然公園特別地域又は県自然環境保全地域 

⑦ 砂防指定地，地すべり防止地区，急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害特別警戒区

域，河川のはんらん区域，湛水，土砂流出，地すべり等により災害の危険が大

きいと想定される区域 

⑧ 近郊緑地保全区域，特別緑地保全地区，鳥獣保護区特別保護地区，その他緑地

として特に保全すべき土地 

⑨ 国，県，市指定の史跡若しくは名勝，天然記念物に係る地域，県指定の旧跡又

は選定重要遺跡に係る地域 

⑩ 廃棄物最終処分地等の都市的土地利用不適地 

⑪ その他，他法令による規制がされている地域で地区計画を定めることが適当

でないと認められる区域 

 

３．開発許可基準との関係 

市街化調整区域における開発許可基準は，法第 34 条第１号から 14 号に規定され，

各号のいずれかに該当する必要があります。土地利用方針を実現する上で，都市構造

に大きな影響（一定規模以上）を与えるものについては，第 10 号に基づく地区計画

制度で対応を図り，影響範囲が限定される個別の案件については，10 号以外の各号の

規定により対応を図ります。 

 

４．地区計画の類型と運用基準 

市街化調整区域の土地利用方針に基づく地区計画について，想定される運用イメー

ジとして以下の３つの類型を示します。 

 土地利用方針 類型 

１ 

・大学等の公共公益施設と一体となって整備される

住居及び地域の産業振興等と一体的に整備を図るも

の 

・市街化区域周辺でのスプロールの防止（市街化編

入を予定する区域） 

市街化編入予定型 

２ 幹線道路沿道への産業施設の立地誘導 幹線道路沿道型 

３ 公共公益施設に資する土地利用 公共公益施設型 

※ 市街化区域周辺でのスプロールの防止 ※条例で対応 

※ 既存集落の生活環境の保全 ※条例で対応 

※「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」で対応を図ります。 
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（1）市街化編入予定型 

○決定可能な区域 

実現を図る土地利用方

針 

・大学等の公共公益施設と一体となって整備される住居

及び地域の産業振興等と一体的な整備を図るもの。 

・市街化区周辺でのスプロールの防止（市街化編入を予

定する区域）） 

決定可能な区域 八千代カルチャータウン地区，西八千代南部地区 

決定に必要な規模 市街化区域への編入基準に定める面積以上とする 

 

○地区整備計画 

建築物等の用途の制限 想定する用途地域を考慮し，誘導すべき土地利用に応じ

て定める。 

容積率の最高限度 200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建ぺい率の最高限度 60％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の高さの最高

限度 

住居系については原則 31ｍ以下とし，誘導すべき土地

利用に応じて定める。 

建築物の敷地面積の最

低限度 

住居系については適切に定め，その他は必要に応じて定

める。 

壁面の位置の制限 必要に応じて定める。 

建築物等の形態又は意

匠の制限 

住居系については適切に定め，その他は必要に応じて定

める。 

建築物の緑化率の最低

限度 

必要に応じて定める。 

かき又はさくの構造の

制限 

住居系については適切に定め，その他は必要に応じて定

める。 

  

（2）幹線道路沿道型 

○決定可能な区域 

実現を図る土地利用方

針 

幹線道路沿道への産業施設の立地誘導 

 

決定可能な区域 国道 16 号に接する区域 

決定に必要な規模 ５ｈａ以上 

 

○地区整備計画 

建築物等の用途の制限 工場，研究所，流通業務施設，都市計画法第３４条第９

号に定められる沿道サービス施設等誘導すべき土地利用

に応じて定める。 

住宅及び共同住宅を除外する。 

容積率の最高限度 200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 
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建ぺい率の最高限度 60％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の高さの最高

限度 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物の敷地面積の最

低限度 

500 ㎡以上で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

壁面の位置の制限 誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等形態又は意匠

の制限 

必要に応じて定める。 

建築物の緑化率の最低

限度 

誘導すべき土地利用に応じて定める。 

かき又はさくの構造の

制限 

必要に応じて定める。 

 

  

（3）公共公益施設型 

○決定可能な区域 

実現を図る土地利用方

針 

公共公益に資する土地利用 

決定可能な区域 上位計画への位置づけのある区域 

  

○地区整備計画 

用途制限 誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の用途の制限 誘導すべき土地利用に応じて定める。 

容積率の最高限度 200％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建ぺい率の最高限度 60％以下で誘導すべき土地利用に応じて定める。 

建築物等の高さの最高

限度 

必要に応じて定める。 

建築物の敷地面積の最

低限度 

必要に応じて定める。 

壁面の位置の制限 必要に応じて定める。 

建築物等の形態又は意

匠の制限 

必要に応じて定める。 

 

建築物の緑化率の最低

限度 

必要に応じて定める。 

 

かき又はさくの構造の

制限 

必要に応じて定める。 
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５．地区計画等建築基準法条例の制定 

地区計画で定められた良好な環境を誘導するため「建築物等に関する事項」につい

て，建築基準法第６８条の２第 1 項の規定に基づき条例を制定することとします。 

  

６．手続き 

市街化調整区域の地区計画決定に係わる案の申し出については，都市計画提案制度

により手続きを行うことを原則とします。ただし，事前に市と十分な調整を経ている

ものについてはこの限りではありません。 
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参考．都市計画提案制度の概要 

１．提案主体 

都市計画を提案できる主体は次のいずれかに該当する者です。 

  (1)都市計画の提案を行おうとする区域の土地所有者又は借地権者（建物の所有

を目的とする対抗要件を備えた地上権者若しくは賃借権者。以下，「土地所有

者等」といいます。） 

  (2)まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人

（特定非営利活動促進法第２条第２項の特定非営利活動法人） 

  (3)一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律，公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律) 

  (4)独立行政法人都市再生機構 

(5)地方住宅供給公社 

  (6)まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体（以下に掲げる要件のすべ

てに該当する団体） 

   ア．以下のいずれかに該当する団体であること 

    ・過去１０年間に法第２９条第１項の規定による許可を受けて開発行為（０．

５ヘクタール以上のものに限る。）を行った実績があること。 

    ・過去１０年間に法第２９条第１項第４号から第９号までに掲げる開発行為

（０．５ヘクタール以上のものに限る。）を行った実績があること。 

   イ．役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は

管理人を含む。）のうちに，以下のいずれかに該当する者がいない団体であ

ること。 

    ・成年被後見人又は被保佐人 

    ・破産者で復権を得ないもの 

    ・禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受けることがな

くなった日から５年を経過しない者 

    ・法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。同法第３１条第７項の規定を除く。）に違反し，又は刑法（明

治４０年法律第４５号）第２０４条，第２０６条，第２０８条，第２０８

条の３，第２２２条若しくは第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰に関

する法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯し，罰金の刑に処せられ，

その刑の執行を終わり，又は執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者 
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２．提案要件 

 都市計画の提案を行うことが出来る要件は次のとおりです。 

  (1)一体として整備し，開発し，又は保全すべき土地の区域としてふさわしい０．

５ヘクタール以上の一団の土地であること。 

  (2)都市計画の提案の素案の内容が，都市計画法第１３条その他の法令の規定に

基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。 

  (3)都市計画の提案の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等及び土地所

有者等の有する区域内の土地の地積の合計のそれぞれ３分の２以上の同意を

得ていること。 
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３．手続きの流れ 

都市計画の提案制度のフロー(地区計画) 

                           

                          

          

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八千代市は提案に基づく都市計画の決定をするかどうかを判断          

提案を踏まえて都市計画を決定する必

要があると認めるとき 

提案を踏まえた都市計画を決定する必

要がないと認めるとき，又は提案に係る

都市計画の素案の内容を一部変更する

場合 

提案に基づく都市計画の原案の作成 

条例に基づく原案の縦覧・意見書の提出 

都市計画の案の作成 

千葉県へ事前協議 

案の縦覧・意見書の提出（法 17 条） 

市都市計画審議会(法 19 条) 

都市計画の案を付議 

市都市計画審議会 

市都市計画審議会に都市計画の提案の

素案を提出し，市の意見を付して意見を

聴く 

都市計画の決定をしない 

都市計画の決定をしない理由等を

提案者に通知 

土地所有者等による都市計画の提案 

（事前準備） 

①事前相談 

②千葉県と協議 

③地権者及び周辺住民への説明 など 

千葉県へ法定協議 

都市計画の決定 
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参考．建築基準法抜粋 

 

建築基準法 昭和二十五年五月二十四日（法律第二百一号）  

最終更新 平成二九年五月一二日(同第二六号) 

別表第二 用途地域内の建築物の制限（第二十七条，第四十八条，第六十八条の三関係） 

(い) 

第一種低層住居

専用地域内に建

築することがで

きる建築物 

一 住宅 

二 住宅で事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

のうち政令で定めるもの 

三 共同住宅，寄宿舎又は下宿 

四 学校（大学，高等専門学校，専修学校及び各種学校を除

く。），図書館その他これらに類するもの 

五 神社，寺院，教会その他これらに類するもの 

六 老人ホーム，保育所，福祉ホームその他これらに類するもの 

七 公衆浴場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第六項第一号に該

当する営業（以下この表において「個室付浴場業」という。）

に係るものを除く。） 

八 診療所 

九 巡査派出所，公衆電話所その他これらに類する政令で定める

公益上必要な建築物 

十 前各号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを除

く。） 

(ろ) 

第二種低層住居

専用地域内に建

築することがで

きる建築物 

一 （い）項第一号から第九号までに掲げるもの 

二 店舗，飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち

政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百

五十平方メートル以内のもの（三階以上の部分をその用途に供

するものを除く。） 

三 前二号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを除

く。） 

 

 


